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令和７年度物価高対応子育て応援手当について 

 

令和７年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、０歳から

高校３年生までのこども１人当たり２万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定さ

れました。このことから、本市においても、速やかな給付の開始を進めるため、補正による予算措置

を行うものです。 

 

１ 支給対象者  

 ①令和７年９月分（令和７年９月に出生した児童については、令和７年10月分とする）の児童手当法 

による児童手当の受給者（基準日以降に離婚により養育しなくなった場合を除く） 

 ②令和７年９月30日（基準日）の翌日以後令和８年３月31日までに生まれる新生児の父母等 

 ③支給対象者数（見込） → ５，５５５人 

２ 対象児童    

 ①令和７年９月分の児童手当に係る児童 

 ②令和７年９月30日（基準日）の翌日以後令和８年３月31日までに生まれる新生児 

 ③対象児童数（見込）  → ８，６１６人 

３ 給付の方法 

①市から支給対象者へ応援手当の案内通知等の送付 

②①を送付後、受給拒否の方の返答を待つ期間 (１週間程度)を経て、児童手当登録の金融機関 

口座等への振込 

※ 公務員・基準日の翌日以後令和８年３月31日までに出生した児童の父母等については、申請が必要。 

※公務員については、所属庁（職場）が発行した支給対象者である証明の添付が必要。 

４ 支給時期 

 準備が整い次第、速やかに支給 

５ 概算総事業費 

１８４，０２０千円(内事業費１７２，３２０千円、事務費１１，７００千円)  

※実施に要する経費について、国が補助（10/10）。市予算については１２月補正で対応。  

 

６ 参考資料                     ≪こども家庭庁ホームページより抜粋≫  

     


